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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本体筐体と、
　少なくとも一方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、
　上記第１及び第２の本体筐体の各端面に対して取付けられてこれらを接続するとともに
、上記第１及び第２の本体筐体とを回動自在に支持するヒンジ機構と、
　上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構との角度が、上記第１の本体筐体の撮影レン
ズを設けていない平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けていない平面が当接した第１
の角度と、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端
面を下にした状態で自立が可能な上記第１の角度とは異なる第２の角度のうち、いずれの
角度であるかを検出する検出手段と、
　上記検出手段により上記第１の角度が検出された場合には、シャッタ操作のタイミング
で撮影記録を行う通常撮影モードへ移行し、上記検出手段により上記第２の角度が検出さ
れた場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モ
ードまたは撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示部で表示
する再生モードへ移行するモード制御手段と、
　基本モードとして、記録モードと再生モードのいずれかを設定する基本モード設定手段
と、
　を備え、
　上記モード制御手段は、上記検出手段により上記第２の角度が検出された場合であって
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、上記基本モード設定手段により記録モードが設定されている場合には、シャッタ操作か
ら一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードに移行し、上記検出手段に
より上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定手段により再生モー
ドが設定されている場合には、撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えなが
ら上記表示部で表示する再生モードへ移行することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端面に突出
形成された滑り止め部を更に備え、
　上記第２の角度は、上記滑り止め部を利用した自立が可能な角度であることを特徴とす
る請求項１記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　上記検出手段は、上記第１の角度と上記第２の角度の他、上記第１の本体筐体の撮影レ
ンズを設けた平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けた平面が当接した収納状態である
第３の角度を検出し、
　上記モード制御手段は、上記検出手段により上記第３の角度が検出された場合には、上
記通常撮影モード、上記セルフタイマ撮影モード及び上記再生モードのいずれの動作モー
ドへも移行しないことを特徴とする請求項１または２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構の少なくとも一方に設けられ、上記第２の角
度において上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構とを係合してクリック感を与える係
合部をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至３いずれか記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　上記ヒンジ機構は、上記第１及び第２の本体筐体をそれぞれ回動自在に支持する２軸構
造を有し、
　上記滑り止め部は、上記第１及び第２の筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向
する各端面にそれぞれ少なくとも１個以上、且つ合計で３個以上突出形成されていること
を特徴とする請求項２乃至４いずれか記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　上記撮影レンズを用いた撮影で得る画像データを記録する記録手段をさらに具備し、
　上記再生モードは、上記記録手段に記録された画像データを上記表示部で表示する再生
モードであることを特徴とする請求項１乃至５いずれか記載の携帯電子機器。
【請求項７】
　少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本体筐体と、少なくとも一
方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、上記第１及び第２の筐体の各端面に対して
取付けられてこれらを接続するとともに、上記第１及び第２の本体筐体とを回動自在に支
持するヒンジ機構とを備えた携帯電子機器の動作制御方法であって、
　上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構との角度が、上記第１の本体筐体の撮影レン
ズを設けていない平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けていない平面が当接した第１
の角度と、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端
面を下にした状態で自立が可能な上記第１の角度とは異なる第２の角度のうち、いずれの
角度であるかを検出する検出工程と、
　上記検出工程により上記第１の角度が検出された場合には、シャッタ操作のタイミング
で撮影記録を行う通常撮影モードへ移行し、上記検出工程により上記第２の角度が検出さ
れた場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モ
ードまたは撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示部で表示
する再生モードへ移行するモード制御工程と、
　基本モードとして、記録モードと再生モードのいずれかを設定する基本モード設定工程
と、
　を有し、
　上記モード制御工程は、上記検出工程により上記第２の角度が検出された場合であって
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、上記基本モード設定工程段により記録モードが設定されている場合には、シャッタ操作
から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードに移行し、上記検出手段
により上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定工程により再生モ
ードが設定されている場合には、撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えな
がら上記表示部で表示する再生モードへ移行することを特徴とする携帯電子機器の動作制
御方法。
【請求項８】
　少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本体筐体と、少なくとも一
方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、上記第１及び第２の筐体の各端面に対して
取付けられてこれらを接続するとともに、上記第１及び第２の本体筐体とを回動自在に支
持するヒンジ機構とを備えた携帯電子機器が内蔵するコンピュータが実行するプログラム
であって、
　上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構との角度が、上記第１の本体筐体の撮影レン
ズを設けていない平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けていない平面が当接した第１
の角度と、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端
面を下にした状態で自立が可能な上記第１の角度とは異なる第２の角度のうち、いずれの
角度であるかを検出する検出ステップと、
　上記検出ステップにより上記第１の角度が検出された場合には、シャッタ操作のタイミ
ングで撮影記録を行う通常撮影モードへ移行し、上記検出ステップにより上記第２の角度
が検出された場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイ
マ撮影モードまたは撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示
部で表示する再生モードへ移行するモード制御ステップと、
　基本モードとして、記録モードと再生モードのいずれかを設定する基本モード設定ステ
ップと、
　をコンピュータに実行させ、
　上記モード制御ステップは、上記検出ステップにより上記第２の角度が検出された場合
であって、上記基本モード設定工ステップにより記録モードが設定されている場合には、
シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードに移行し、
上記検出ステップにより上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定
ステップにより再生モードが設定されている場合には、撮影記録された複数の画像データ
を自動的に切り換えながら上記表示部で表示する再生モードへ移行することを特徴とする
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、特に携帯性を重視した電子カメラや携帯電話機等に好適な携帯電子機器、そ
の携帯電子機器の動作制御方法及びプログラムに関する。
【技術分野】
【０００２】
　近時、パーソナルコンピュータが一般家庭にまで広く普及したのに伴い、銀塩フィルム
を用いたカメラに代わって、撮影した画像を電子データ化して取込むことが可能なデジタ
ルスチルカメラが多く企画され、販売されている。
【０００３】
　この種のデジタルスチルカメラで、特に携帯性を重視したコンパクトタイプのものでは
、本体を折り畳み式の構造とし、未使用時には撮影レンズや表示部などの機能部品を内側
にしまい込み、外部に露出させないことによって、無用に傷ついたり、あるいは破損して
しまうのを防止するようにしたものがある。（例えば、特許文献１，２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０００－０９８４７０号公報
【０００５】
【特許文献２】特開平１０－１９１１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載されたカメラは、写真レンズを設けた薄板状の第１ボディ部と、
液晶モニタや各種の機能キーを設けた、同じく薄板状の第２のボディ部とを、２軸のヒン
ジ構造を有する第３ボディ部により回動自在に支持して接続する構成としており、その回
動面が水平方向、すなわち横開き方向に第１ボディ部と第２ボディ部を開閉操作して、携
帯状態と使用状態とを切換えるようにしている。
【０００７】
　したがって、あえてユーザがカメラを把持せず、また３脚を使用せず、例えば机上など
に載置して撮影を行なうものとした場合に、カメラを安定させるために第１及び第２ボデ
ィ部の断面が略「く」の字状になるように若干開いた状態で載置することになるが、写真
レンズは載置場所の平面と平行な方向に対向しており、その方向にある被写体しか撮影す
ることができない。
【０００８】
　同様に、第２ボディ部に設けられた液晶モニタも載置場所の平面と平行な方向に対向す
ることになるので、このカメラを載置した状態で液晶表示モニタの表示内容を視認するた
めには、載置場所の平面とほぼ同じ高さから見るしかなく、カメラの載置場所もしくは見
る位置が限定されることになる。
【０００９】
　また、上記特許文献２に記載されたカメラは、載置した状態での撮影や再生について想
定しておらず、図３と図５乃至図９に示されている通り、開示されている内容の範囲から
それを載置して使用するものを考えるのは困難である。
【００１０】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、机上等
に単体で載置して気軽に画像の撮影や再生を実行することが可能な携帯電子機器、携帯電
子機器の動作制御方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１記載の発明は、少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本
体筐体と、少なくとも一方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、上記第１及び第２
の本体筐体の各端面に対して取付けられてこれらを接続するとともに、上記第１及び第２
の本体筐体とを回動自在に支持するヒンジ機構と、上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ
機構との角度が、上記第１の本体筐体の撮影レンズを設けていない平面と上記第２の本体
筐体の表示部を設けていない平面が当接した第１の角度と、上記第１及び第２の本体筐体
の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端面を下にした状態で自立が可能な上記第
１の角度とは異なる第２の角度のうち、いずれの角度であるかを検出する検出手段と、上
記検出手段により上記第１の角度が検出された場合には、シャッタ操作のタイミングで撮
影記録を行う通常撮影モードへ移行し、上記検出手段により上記第２の角度が検出された
場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モード
または撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示部で表示する
再生モードへ移行するモード制御手段と、基本モードとして、記録モードと再生モードの
いずれかを設定する基本モード設定手段と、を備え、上記モード制御手段は、上記検出手
段により上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定手段により記録
モードが設定されている場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なう
セルフタイマ撮影モードに移行し、上記検出手段により上記第２の角度が検出された場合
であって、上記基本モード設定手段により再生モードが設定されている場合には、撮影記
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録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示部で表示する再生モードへ
移行することを特徴とする。
【００１３】
　請求項２記載の発明は更に、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した
端面と相対向する端面に突出形成された滑り止め部を更に備え、上記第２の角度は、上記
滑り止め部を利用した自立が可能な角度であることを特徴とする。
【００１５】
　請求項３記載の発明は更に、上記検出手段は、上記第１の角度と上記第２の角度の他、
上記第１の本体筐体の撮影レンズを設けた平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けた平
面が当接した収納状態である第３の角度を検出し、上記モード制御手段は、上記検出手段
により上記第３の角度が検出された場合には、上記通常撮影モード、上記セルフタイマ撮
影モード及び上記再生モードのいずれの動作モードへも移行しないことを特徴とする。
【００１７】
　請求項４記載の発明は更に、上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構の少なくとも一
方に設けられ、上記第２の角度において上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構とを係
合してクリック感を与える係合部をさらに備えたことを特徴とする。
【００１９】
　請求項５記載の発明は更に、上記ヒンジ機構は、上記第１及び第２の本体筐体をそれぞ
れ回動自在に支持する２軸構造を有し、上記滑り止め部は、上記第１及び第２の筐体の上
記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する各端面にそれぞれ少なくとも１個以上、且つ合
計で３個以上突出形成されていることを特徴とする。
【００２１】
　請求項６記載の発明は更に、上記撮影レンズを用いた撮影で得る画像データを記録する
記録手段をさらに具備し、上記再生モードは、上記記録手段に記録された画像データを上
記表示部で表示する再生モードであることを特徴とする。
【００２３】
　請求項７記載の発明は、少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本
体筐体と、なくとも一方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、上記第１及び第２の
筐体の各端面に対して取付けられてこれらを接続するとともに、上記第１及び第２の本体
筐体とを回動自在に支持するヒンジ機構とを備えた携帯電子機器の動作制御方法であって
、上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構との角度が、上記第１の本体筐体の撮影レン
ズを設けていない平面と上記第２の本体筐体の表示部を設けていない平面が当接した第１
の角度と、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構を形成した端面と相対向する端
面を下にした状態で自立が可能な上記第１の角度とは異なる第２の角度のうち、いずれの
角度であるかを検出する検出工程と、上記検出工程により上記第１の角度が検出された場
合には、シャッタ操作のタイミングで撮影記録を行う通常撮影モードへ移行し、上記検出
工程により上記第２の角度が検出された場合には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮
影記録を行なうセルフタイマ撮影モードまたは撮影記録された複数の画像データを自動的
に切り換えながら上記表示部で表示する再生モードへ移行するモード制御工程と、基本モ
ードとして、記録モードと再生モードのいずれかを設定する基本モード設定工程と、を有
し、上記モード制御工程は、上記検出工程により上記第２の角度が検出された場合であっ
て、上記基本モード設定工程段により記録モードが設定されている場合には、シャッタ操
作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードに移行し、上記検出手
段により上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定工程により再生
モードが設定されている場合には、撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換え
ながら上記表示部で表示する再生モードへ移行することを特徴とする。
【００２４】
　請求項８記載の発明は、少なくとも一方の平面に撮影レンズを設けた平板状の第１の本
体筐体と、なくとも一方の平面に表示部を設けた第２の本体筐体と、上記第１及び第２の
筐体の各端面に対して取付けられてこれらを接続するとともに、上記第１及び第２の本体
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筐体とを回動自在に支持するヒンジ機構とを備えた携帯電子機器が内蔵するコンピュータ
が実行するプログラムであって、上記第１及び第２の本体筐体とヒンジ機構との角度が、
上記第１の本体筐体の撮影レンズを設けていない平面と上記第２の本体筐体の表示部を設
けていない平面が当接した第１の角度と、上記第１及び第２の本体筐体の上記ヒンジ機構
を形成した端面と相対向する端面を下にした状態で自立が可能な上記第１の角度とは異な
る第２の角度のうち、いずれの角度であるかを検出する検出ステップと、上記検出ステッ
プにより上記第１の角度が検出された場合には、シャッタ操作のタイミングで撮影記録を
行う通常撮影モードへ移行し、上記検出ステップにより上記第２の角度が検出された場合
には、シャッタ操作から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードまた
は撮影記録された複数の画像データを自動的に切り換えながら上記表示部で表示する再生
モードへ移行するモード制御ステップと、基本モードとして、記録モードと再生モードの
いずれかを設定する基本モード設定ステップと、をコンピュータに実行させ、上記モード
制御ステップは、上記検出ステップにより上記第２の角度が検出された場合であって、上
記基本モード設定工ステップにより記録モードが設定されている場合には、シャッタ操作
から一定時間経過後に撮影記録を行なうセルフタイマ撮影モードに移行し、上記検出ステ
ップにより上記第２の角度が検出された場合であって、上記基本モード設定ステップによ
り再生モードが設定されている場合には、撮影記録された複数の画像データを自動的に切
り換えながら上記表示部で表示する再生モードへ移行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、カメラ本体を手で保持して撮影を行う通常撮影モードと、カメラ本体
を机上などに載置して使用する場合の動作モードとして、セルフタイマ撮影モードおよび
自動再生モードとを含む複数の動作モードを備える携帯電子機器において、第１の本体筐
体の撮影レンズを設けていない平面と第２の本体筐体の表示部を設けていない平面を当接
させた状態が検出された場合には、上記通常撮影モードへと自動的に移行し、第１及び第
２の本体筐体が断面「く」の字状となるように若干開いた状態が検出され、且つ、基本モ
ードとして撮影モードが設定されている場合には、上記セルフタイマ撮影モードへと自動
的に移行し、第１及び第２の本体筐体が断面「く」の字状となるように若干開いた状態が
検出され、且つ、基本モードとして再生モードが設定されている場合には、上記自動的に
表示画像を切り換える再生モードへと自動的に移行することができ、各動作モードに適し
た状態に機器を保持または載置するだけで、速やかに、基本モードの設定に応じた各種撮
影や再生を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の一形態に係るデジタルスチルカメラの外観構成を示す斜視図。
【図２】同実施の形態に係るカメラを自立させて使用する状態を示す図。
【図３】同実施の形態に係る回動角度の検出構造を説明する図。
【図４】同実施の形態に係る全体の回路構成を示すブロック図。
【図５】同実施の形態に係る主として所定の角度検出に関する処理内容を示すフローチャ
ート。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下本発明をデジタルスチルカメラに適用した場合の実施の一形態について図面を参照
して説明する。
【００３４】
　図１は同実施の形態に係るデジタルスチルカメラ１０の外観構成を示すもので、図１（
Ａ）が収納、携帯時、図１（Ｂ）が略１８０°の展開時、図１（Ｃ）が通常使用時のそれ
ぞれ折りたたみ状態を示す。
【００３５】
　図示する如くこのデジタルスチルカメラ１０は、平板状の第１の本体筐体１１と、同じ
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く平板状の第２の本体筐体１２とを、２軸構造のヒンジ部１３で接続してそれぞれ回動自
在に支持するようにして構成される。
【００３６】
　図１（Ｃ）に示す通常使用時に表面側で且つカメラの前面側となる第１の本体筐体１１
の一面には、撮影レンズ鏡筒１４、ストロボ発光部１５、マイクロホン１６、及びセルフ
タイマインジケータ１７が設けられる。
【００３７】
　撮影レンズ鏡筒１４は、例えば単焦点の光学レンズ系が鏡筒に納められて突出形成され
る。
【００３８】
　ストロボ発光部１５は、撮影レンズ鏡筒１４の撮影範囲をカバーするべくストロボ光を
照射する。
【００３９】
　マイクロホン１６は、動画像撮影時及び音声メモ記録時に撮影レンズ鏡筒１４の撮影範
囲と一致する前方の音声をピックアップする。
【００４０】
　セルフタイマインジケータ１７は、例えば赤色のＬＥＤ（発光ダイオード）でなり、セ
ルフタイマモードでの撮影時にシャッタキー操作から実際に撮影が実行されるまでの間、
点滅発光する。
【００４１】
　また、図１（Ｃ）に示す通常使用時に表面側で且つカメラの背面側となる第２の本体筐
体１２の一面には、レンズよけ凹部１８、スピーカ１９、メニューキー２０、回転ダイヤ
ル２１、セットキー２２、及び表示部２３が設けられる。
【００４２】
　レンズよけ凹部１８は、上記図１（Ａ）に示す携帯時に上記第１の本体筐体１１の撮影
レンズ鏡筒１４に対向する位置に形成される。
【００４３】
　スピーカ１９は、動画像または音声メモの再生時に拡声放音する。
【００４４】
　メニューキー２０は、各種モードメニュー項目等を表示させるために操作するキーであ
る。
【００４５】
　回転ダイヤル２１は、複数のメニュー項目から１つを選択するために回転操作するもの
であり、セットキー２２は選択したメニュー項目の確定を指示するために押圧操作する。
【００４６】
　表示部２３は、バックライト付きのカラーＴＦＴ液晶パネルで構成され、撮影を行なう
記録モードではその時点に撮影している被写体像をモニタ表示する一方で、再生モードで
は記録した画像を表示出力する。
【００４７】
　さらに、図１（Ｃ）に示す通常使用時に表面側で且つカメラの上面側となるヒンジ部１
３の一面の右端には、シャッタキー２４が設けられる。
【００４８】
　このシャッタキー２４は、記録モード時に撮影タイミングで押圧操作することにより撮
影を指示する。
【００４９】
　なお、図１（Ｂ）にその一部を示すように、第１の本体筐体１１及び第２の本体筐体１
２共に上記ヒンジ部１３を設けた端面と相対向する反対側の端面には、それぞれ２個、合
計で４個の滑り止め部２５ａ～２５ｄが設けられるものとする。
【００５０】
　これら滑り止め部２５ａ～２５ｄは、例えばゴム製の半球状の突起を有するもので、後



(8) JP 4793483 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

述する自立使用時にこのデジタルスチルカメラ１０を載置する際、載置場所に対する滑り
止め効果を奏するために設けられる。
【００５１】
　図２は、このデジタルスチルカメラ１０の第１の本体筐体１１と第２の本体筐体１２と
を所定の角度、例えば３０°に開いた状態で自立させて記録または再生を行なわせる自立
使用時の状態について示すもので、図２（Ａ）が再生モードでの使用状態、図２（Ｂ）が
記録モード（後述するセルフタイマモード）での使用状態である。
【００５２】
　図２（Ａ）に示すように、再生モード時には第２の本体筐体１２がユーザ側となるよう
に使用することにより、第２の本体筐体１２の表示部２３が斜め上を向くことになる。
【００５３】
　したがって、ユーザが表示部２３をその正面近傍の方向から見るものとすると、ユーザ
は約１５°の俯角で表示部２３を見下ろすこととなり、机上や食卓等、身近な場所にデジ
タルスチルカメラ１０を単体で載置してその再生内容を楽しむことができる。
【００５４】
　この再生モードにおいては、さらに内蔵あるいは装着されるメモリに記録されている複
数の画像データを用いて自動的に一定時間ずつ表示内容を循環的に切り換える、「スライ
ドショー」とでも称するような表示形態を採ってもよく、こうすることで、ユーザ自身が
撮影したオリジナル画像による電子的且つ動的な写真立ての機能を持たせ、楽しむことが
できる。
【００５５】
　また、図２（Ｂ）に示すように、記録モード時には第１の本体筐体１１がユーザ側とな
るように使用することにより、第１の本体筐体１１の撮影レンズ鏡筒１４が斜め上を向く
ことになる。
【００５６】
　したがって、例えばユーザが撮影レンズ鏡筒１４をその正面近傍の方向から見るものと
すると、撮影レンズ鏡筒１４は約１５°の仰角でユーザの顔を含む被写体像を撮影するこ
ととなり、机上や食卓等、身近な場所にデジタルスチルカメラ１０を単体で載置して身近
な被写体像を撮影することができる。
【００５７】
　この記録モードにおいては、さらにセルフタイマモードを自動的に設定することで、煩
雑なモード設定の手間を省いて速やかにユーザ自身を含む撮影に移行できる。
【００５８】
　この場合、デジタルスチルカメラ１０を単体で自立して載置することができるので、三
脚等を用いることなく、気軽にセルフタイマモードでの撮影を楽しむことができる。
【００５９】
　上記図２（Ａ），（Ｂ）で示した如く、デジタルスチルカメラ１０を自立させて載置し
た状態で、その下端部の載置場所と接する４箇所に滑り止め部２５ａ～２５ｄを設けるも
のとした。そのため、載置場所が机上等の滑りやすい位置であっても、容易に滑ってしま
うことなく、安定した状態で動作させることが可能となる。
【００６０】
　なお、第１の本体筐体１１及び第２の本体筐体１２とヒンジ部１３の回動に関しては、
所定の開閉角度でクリック感を持って軽く係合し、その角度の状態を保持するものとする
。
【００６１】
　図３はそのためのヒンジ部１３と第１の本体筐体１１（第２の本体筐体１２）のクリッ
ク構造を例示するものである。
　ここでは、図３（Ａ）に示すように、ヒンジ部１３の一端の第１の本体筐体１１及び第
２の本体筐体１２と接する端面に各１８０°の範囲で半球状の凹部を形成するものとする
。図３（Ｂ）は同図（Ａ）のｂ－ｂ線に沿ったヒンジ部１３と対応する第１の本体筐体１
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１の断面構造を示す。
【００６２】
　ヒンジ部１３のシャッタキー２４が上となる図３（Ａ）に示す状態で、このヒンジ部１
３の第１の本体筐体１１に対応して突出形成された回動軸３１を中心として、第１の本体
筐体１１に接する端面にはその下側より左回りで１８０°の範囲に計４個の半球状の凹部
３２ａ～３２ｄが形成される。
【００６３】
　この場合、回動軸３１の真下に位置する凹部３２ａの回動位置を０°とすると、凹部３
２ｂが１５°、凹部３２ｃが９０°、凹部３２ｄが１８０°の位置に該当する。
【００６４】
　これらのうち、特に凹部３２ａ，３２ｂ内にはマイクロスイッチ３３，３３が突出され
ている。図３（Ｂ）に示すように、第１の本体筐体１１の上記回動軸３１が嵌合される凹
部３４の直下位置（図１（Ｃ）に示した状態で）には、上記半球状の凹部３２ａ～３２ｄ
に対応する半球状の凸部３５が形成されるもので、この凸部３５は第１の本体筐体１１内
でバネ３６の弾性により付勢されてヒンジ部１３との当接面に突出配置されている。
【００６５】
　すなわち、ヒンジ部１３の回動軸３１が第１の本体筐体１１の凹部３４と嵌合するよう
に第１の本体筐体１１を図３（Ｂ）中の矢印ＩＩＩの方向に取付け、第１の本体筐体１１
を上記回動軸３１を中心に回動させた場合に、第１の本体筐体１１側の凸部３５はバネ３
６の弾性に応じて凹部３２ａ～３２ｄのいずれかに当接された角度位置でのみ第１の本体
筐体１１の当接面から突出し、これら凹部３２ａ～３２ｄに軽く係合されてクリック感を
発生する。
【００６６】
　この場合、特に凹部３２ａ，３２ｂでは、マイクロスイッチ３３，３３内のバネ３３ａ
の弾性を上記凸部３５のバネ３６の弾性に比して充分低いものとして予め設定しておくこ
とにより、凸部３５によってマイクロスイッチ３３内の可動切片３３ｂが図中に矢印ＩＶ
で示す方向に押圧され、金属接点３３ｃ，３３ｄが電気的に導通する。
【００６７】
　したがって、凹部３２ａ，３２ｂ内のマイクロスイッチ３３，３３での導通状態を常時
モニタリングすることにより、ヒンジ部１３に対する第１の本体筐体１１の回動位置が上
記図１（Ｃ）で示した状態、あるいは上記図２（Ａ），（Ｂ）で示した状態となったこと
を検出することが可能となる。
【００６８】
　この点は、ヒンジ部１３と第２の本体筐体１２に関しても全く同様であり、ヒンジ部１
３のシャッタキー２４が上となる図３（Ａ）に示す状態で、このヒンジ部１３の第２の本
体筐体１２に対応して突出形成された回動軸４１を中心として、第２の本体筐体１２に接
する端面にはその下側より右回りで１８０°の範囲に計４個の半球状の凹部４２ａ～４２
ｄが形成される。
【００６９】
　この場合、回動軸４１の真下に位置する凹部４２ａの回動位置を０°とすると、凹部４
２ｂが１５°、凹部４２ｃが９０°、凹部４２ｄが１８０°の位置に該当する。これらの
うち、特に凹部４２ａ，４２ｂ内にはマイクロスイッチ４３，４３が突出されている。
【００７０】
　以下の説明はヒンジ部１３と第１の本体筐体１１の関係と同様であるので省略するが、
凹部４２ａ，４２ｂ内のマイクロスイッチ４３，４３での導通状態を常時モニタリングす
ることにより、ヒンジ部１３に対する第２の本体筐体１２の回動位置も上記図１（Ｃ）で
示した状態、あるいは上記図２（Ａ），（Ｂ）で示した状態となったことを検出すること
が可能となる。
【００７１】
　次に図４により上記デジタルスチルカメラ１０に設けられる電子回路の構成について説
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明する。
　同図で、記録モードにおいては、モータ（Ｍ）５１の駆動により合焦位置や絞り位置が
移動される、上記撮影レンズ鏡筒１４を構成するレンズ光学系５２の撮影光軸後方に配置
された撮像素子であるＣＣＤ５３が、タイミング発生器（ＴＧ）５４、垂直ドライバ５５
によって走査駆動され、一定周期毎に結像した光像に対応する光電変換出力を１画面分出
力する。
【００７２】
　この光電変換出力は、アナログ値の信号の状態でＲＧＢの各原色成分毎に適宜ゲイン調
整された後に、サンプルホールド回路（Ｓ／Ｈ）５６でサンプルホールドされ、Ａ／Ｄ変
換器５７でデジタルデータに変換され、カラープロセス回路５８で画素補間処理及びγ補
正処理を含むカラープロセス処理が行なわれて、デジタル値の輝度信号Ｙ及び色差信号Ｃ
ｂ，Ｃｒが生成され、ＤＭＡ（ＤｉｒｅｃｔＭｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）コントローラ
５９に出力される。
【００７３】
　ＤＭＡコントローラ５９は、カラープロセス回路５８の出力する輝度信号Ｙ及び色差信
号Ｃｂ，Ｃｒを、同じくカラープロセス回路５８からの複合同期信号、メモリ書込みイネ
ーブル信号、及びクロック信号を用いて一度ＤＭＡコントローラ５９内部のバッファに書
込み、ＤＲＡＭインタフェース（Ｉ／Ｆ）６０を介してバッファメモリとして使用される
ＤＲＡＭ６１にＤＭＡ転送を行なう。
【００７４】
　制御部６２は、ＣＰＵと、後述する自立使用時の処理を含む該ＣＰＵで実行される動作
プログラムを固定的に記憶したＲＯＭ、及びワークメモリとして使用されるＲＡＭ等によ
り構成され、このデジタルスチルカメラ１０全体の制御動作を司るもので、上記輝度及び
色差信号のＤＲＡＭ６１へのＤＭＡ転送終了後に、この輝度及び色差信号をＤＲＡＭイン
タフェース６０を介してＤＲＡＭ６１より読出し、ＶＲＡＭコントローラ６３を介してＶ
ＲＡＭ６４に書込む。
【００７５】
　デジタルビデオエンコーダ６５は、上記輝度及び色差信号をＶＲＡＭコントローラ６３
を介してＶＲＡＭ６４より定期的に読出し、これらのデータを元にビデオ信号を発生して
上記表示部２３に出力する。
【００７６】
　この表示部２３は、上述した如く記録モード時にはモニタ表示部（電子ファインダ）と
して機能するもので、デジタルビデオエンコーダ６５からのビデオ信号に基づいた表示を
行なうことで、その時点でＶＲＡＭコントローラ６３から取込んでいる画像情報に基づく
画像をリアルタイムに表示することとなる。
【００７７】
　このように表示部２３にその時点での画像がモニタ画像としてリアルタイムに表示され
ている状態で、静止画撮影を行ないたいタイミングでキー入力部６６を構成する上記シャ
ッタキー２４を操作すると、トリガ信号を発生する。
【００７８】
　制御部６２は、このトリガ信号に応じてその時点でＣＣＤ５３から取込んでいる１画面
分の輝度及び色差信号のＤＲＡＭ６１へのＤＭＡ転送の終了後、直ちにＣＣＤ５３からの
ＤＲＡＭ６１への経路を停止し、記録保存の状態に遷移する。
【００７９】
　この記録保存の状態では、制御部６２がＤＲＡＭ６１に書込まれている１フレーム分の
輝度及び色差信号をＤＲＡＭインタフェース６０を介してＹ，Ｃｂ，Ｃｒの各コンポーネ
ント毎に縦８画素×横８画素の基本ブロックと呼称される単位で読出してＪＰＥＧ（Ｊｏ
ｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ　ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）回路６７
に書込み、このＪＰＥＧ回路６７でＡＤＣＴ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃ
ｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：適応離散コサイン変換）、エントロピ符号化方式であ
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るハフマン符号化等の処理によりデータ圧縮する。
【００８０】
　そして、得た符号データを１画像のデータファイルとして該ＪＰＥＧ回路６７から読出
し、このデジタルスチルカメラ１０の記録媒体として着脱自在に装着されるメモリカード
６８か、またはこのデジタルスチルカメラ１０に固定的に内蔵される内蔵メモリ６９のい
ずれか一方に書込む。
【００８１】
　そして、１フレーム分の輝度及び色差信号の圧縮処理及びメモリカード６８または内蔵
メモリ６９への全圧縮データの書込み終了に伴なって、制御部６２はＣＣＤ５３からＤＲ
ＡＭ６１への経路を再び起動する。
【００８２】
　また、制御部６２にはさらに、音声処理部７０、ＵＳＢインタフェース（Ｉ／Ｆ）７１
、角度検出部７２、及びストロボ駆動部７３が接続される。
【００８３】
　音声処理部７０は、ＰＣＭ音源等の音源回路を備え、音声の録音時には上記マイクロホ
ン（ＭＩＣ）１６より入力された音声信号をデジタル化し、所定のデータファイル形式、
例えばＭＰ３（ＭＰＥＧ－１　ａｕｄｉｏ　ｌａｙｅｒ　３）規格にしたがってデータ圧
縮して音声データファイルを作成してメモリカード６８または内蔵メモリ６９へ送出する
一方、音声の再生時には送られてきた音声データファイルの圧縮を解いてアナログ化し、
上記スピーカ（ＳＰ）１９を駆動して、拡声放音させる。
【００８４】
　ＵＳＢインタフェース７１は、ＵＳＢコネクタを介して有線接続される外部機器、例え
ばパーソナルコンピュータとの間で画像データその他の送受を行なう場合の通信制御を行
なう。
【００８５】
　角度検出部７２は、上記マイクロスイッチ３３，３３，４３，４３を含み、ヒンジ部１
３に対する第１の本体筐体１１及び第２の本体筐体１２がそれぞれ所定の角度となった場
合にこれを検出して上記制御部６２へ検出信号を送出する。
【００８６】
　ストロボ駆動部７３は、静止画像撮影時に図示しないストロボ用大容量コンデンサを充
電した上で、制御部６２からの制御に基づいて上記ストロボ発光部１５を閃光駆動する。
【００８７】
　なお、上記キー入力部６６は、上述した表示部２３の他に、上記メニューキー２０、回
転ダイヤル２１、及びセットキー２２等から構成され、それらのキー操作に伴なう信号は
直接制御部６２へ送出される。
【００８８】
　しかるに、静止画像ではなく動画像の撮影時においては、キー入力部６６のシシャッタ
キー２４が操作され続けている間、上述した静止画像データをＪＰＥＧ回路６７でデータ
圧縮した静止画データファイルのメモリカード６８または内蔵メモリ６９への記録を時間
的に連続して実行し、該シャッタキー２４の操作が終わるか、または所定の制限時間、例
えば３０秒が経過した時点でそれら一連の静止画データファイルを一括してモーションＪ
ＰＥＧのデータファイルとして設定し直す。
【００８９】
　また、再生モード時には、制御部６２がメモリカード６８または内蔵メモリ６９に記録
されている画像データを選択的に読出し、ＪＰＥＧ回路６７で撮影モード時にデータ圧縮
した手順と全く逆の手順で圧縮されている画像データを伸長し、伸長した画像データをＤ
ＲＡＭインタフェース６０を介してＤＲＡＭ６１に保持させた上で、このＤＲＡＭ６１の
保持内容をＶＲＡＭコントローラ６３を介してＶＲＡＭ６４に記憶させ、このＶＲＡＭ６
４より定期的に画像データを読出してビデオ信号を発生し、上記表示部２３で再生出力さ
せる。
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【００９０】
　選択した画像データが静止画像ではなく動画像であった場合、選択した動画像ファイル
を構成する個々の静止画像データの再生を時間的に連続して実行し、すべての静止画像デ
ータの再生を終了した時点で、次に再生の指示がなされるまで先頭に位置する静止画像デ
ータのみを用いて再生表示する。
【００９１】
　次に上記実施の形態の動作について説明する。
　図５は、電源オン状態で制御部６２が実行する、主として所定の角度検出に関する処理
内容を示すものである。
【００９２】
　その当初には、角度検出部７２からの検出信号により上記図２（Ａ），（Ｂ）に示した
ような第１の本体筐体１１と第２の本体筐体１２とがヒンジ部１３を挟んで３０°の回動
位置となる自立使用時の状態となったか否か（ステップＳ０１）、上記図１（Ｃ）に示し
たような第１の本体筐体１１と第２の本体筐体１２とがヒンジ部１３を挟んで０°の回動
位置となる通常使用時の状態となったか否か（ステップＳ０２）、を繰返し判断すること
で、これらの使用時の状態となるのを待機する。
【００９３】
　すなわち、上記ステップＳ０１では、凹部３２ｂ内のマイクロスイッチ３３と凹部４２
ｂ内のマイクロスイッチ４３が共に導通した場合にその検出信号により判断する。
【００９４】
　同様に上記ステップＳ０２では、凹部３２ａ内のマイクロスイッチ３３と凹部４２ａ内
のマイクロスイッチ４３が共に導通した場合にその検出信号により判断する。
【００９５】
　ステップＳ０２で上記図１（Ｃ）に示したような通常使用時の状態となったと判断した
場合には、基本モードが記録モードとなっているか、または再生モードとなっているかに
応じて撮影または再生の動作を実行するが、その詳細な内容は本発明とは直接関係しない
ため、ここではその説明を省略する。
【００９６】
　また、上記ステップＳ０１で上記図２（Ａ），（Ｂ）に示したような自立使用時の状態
となったと判断した場合には、次いでその時点での基本モードが記録モードに設定されて
いるか否かを判断する（ステップＳ０３）。
【００９７】
　ここで基本モードが記録モードに設定されていないと判断した場合には、基本モードが
再生モードに設定されていることになるので、メモリカード６８及び内蔵メモリ６９に記
録されている画像データのファイルを、そのファイルに付加設定されているその日付及び
時刻の情報（タイムスタンプ）に基づいて、例えば新しいものから順次循環的に読出し、
それぞれ一定時間、例えば５［秒］ずつ自動的に切り換えながら表示させる、「スライド
ショー」とでも称するような再生表示を実行しながら（ステップＳ０９）、角度検出部７
２からの検出信号によりこの自立使用時の状態が維持されていることを確認する（ステッ
プＳ１０）。
【００９８】
　そして、この自立使用時の状態が解除された時点で上記ステップＳ１０によりこれを判
断し、再び上記ステップＳ０１からの処理に戻る。
【００９９】
　一方、上記ステップＳ０３で基本モードが記録モードに設定されていると判断した場合
には、次いで自動的にセルフタイマモードを設定した上で（ステップＳ０４）、シャッタ
キー２４が操作されたか否か（ステップＳ０５）、角度検出部７２からの検出信号により
この自立使用時の状態が維持されているか否か（ステップＳ０６）を繰返し判断すること
で、シャッタキー２４が操作されるか、この自立使用時の状態が解除されるのを待機する
。
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【０１００】
　そして、シャッタキー２４が操作された場合、ステップＳ０５でこれを判断し、予めこ
のデジタルスチルカメラ１０に設定されている一定の待機時間、例えば１０［秒］が経過
した後に撮影を実行する（ステップＳ０７）。
【０１０１】
　この時、シャッタキー２４が操作されてから撮影を実行する間での間、併せて上記第１
の本体筐体１１の前面に配置されるセルフタイマインジケータ１７をその残り時間に応じ
た時間間隔で点滅発光させる。
【０１０２】
　撮影実行後、得た画像データをＪＰＥＧ回路６７によりデータ圧縮した上でメモリカー
ド６８または内蔵メモリ６９のいずれかその時点で選択設定されている一方に記録させる
と（ステップＳ０８）、再び上記ステップＳ０６からの処理に戻る。
【０１０３】
　しかして、ステップＳ０６で自立使用時の状態が解除されたと判断すると、再び上記ス
テップＳ０１からの処理に戻る。
【０１０４】
　このように、折りたたみ式のデジタルスチルカメラ１０を所定の回動角度の状態で載置
するだけで、予め特定された動作モードに速やかに移行するようにしたので、より気軽に
画像の撮影や表示を行なわせることができる。
【０１０５】
　その場合、特に基本モードとして記録モードが設定されている場合には、自動的にセル
フタイマモードに設定するものとした。
【０１０６】
　これにより、三脚等を用いずとも単体で自立するデジタルスチルカメラ１０の利点を活
かして、デジタルスチルカメラ１０を所定の回動角度の状態で載置するだけで、セルフタ
イマのモード設定の手間を省略して、速やかに画像撮影に移行できる。
【０１０７】
　また、基本モードとして再生モードが設定されている場合には、自動的にメモリカード
６８及び内蔵メモリ６９に記録されている画像データを表示部２３で順次一定時間ずつ切
り換えながら表示させるものとした。
【０１０８】
　これにより、デジタルスチルカメラ１０を所定の回動角度の状態で載置するだけで、記
録している全画像の再生を行なう状態に速やかに移行するため、デジタルスチルカメラ１
０を例えば電子的な写真立てとして利用するなど、より気軽にオリジナル画像の再生表示
を行なわせることができる。
【０１０９】
　なお、上記実施の形態は本発明をデジタルスチルカメラに適用した場合について説明し
たものであるが、本発明はこれに限るものではなく、本体が折りたたみ構造となっている
、カメラ機能を備えた携帯電子機器であれば、携帯電話機やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）、あるいはハンドヘルドタイプか
らノートブックタイプに至るパーソナルコンピュータ等にも容易に適用可能である。
【０１１０】
　その他、本発明は上記実施の形態に限らず、その要旨を逸脱しない範囲内で種々変形し
て実施することが可能であるものとする。
【０１１１】
　さらに、上記実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成
要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施の形態に示
される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題
の欄で述べた課題の少なくとも１つが解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の
少なくとも１つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
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【符号の説明】
【０１１２】
　１０…デジタルスチルカメラ、１１…第１の本体筐体、１２…第２の本体筐体、１３…
ヒンジ部、１４…撮影レンズ鏡筒、１５…ストロボ発光部、１６…マイクロホン（ＭＩＣ
）、１７…セルフタイマインジケータ、１８…レンズよけ凹部、１９…スピーカ（ＳＰ）
、２０…メニューキー、２１…回転ダイヤル、２２…セットキー、２３…表示部、２４…
シャッタキー、２５ａ～２５ｄ…滑り止め部、３１…回動軸、３２ａ～３２ｄ…凹部、３
３…マイクロスイッチ、３３ａ…バネ、３３ｂ…可動切片、３３ｃ，３３ｄ…金属接点、
３４…凹部、３５…凸部、３６…バネ、４１…回動軸、４２ａ～４２ｄ…凹部、４３…マ
イクロスイッチ、５１…モータ（Ｍ）、５２…レンズ光学系、５３…ＣＣＤ、５４…タイ
ミング発生器（ＴＧ）、５５…垂直ドライバ、５６…サンプルホールド回路（Ｓ／Ｈ）、
５７…Ａ／Ｄ変換器、５８…カラープロセス回路、５９…ＤＭＡコントローラ、６０…Ｄ
ＲＡＭインタフェース（Ｉ／Ｆ）、６１…ＤＲＡＭ、６２…制御部、６３…ＶＲＡＭコン
トローラ、６４…ＶＲＡＭ、６５…デジタルビデオエンコーダ、６６…キー入力部、６７
…ＪＰＥＧ回路、６８…メモリカード、６９…内蔵メモリ、７０…音声処理部、７１…Ｕ
ＳＢインタフェース（Ｉ／Ｆ）、７２…角度検出部、７３…ストロボ駆動部。

【図１】 【図２】
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【図５】
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